
記入上の注意事項 

 

 

 

鉛筆等の容易に消去 
可能な筆記具は使用 
しないでください。 

記名･押印のこと。押印
は使用印鑑として届け
出た印。（別に委任状が
ある場合は押印省略
可。） 

(代理入札の場合) 
記名･押印のこと。印は 
委任状と同じもの。 
(見積の場合) 
別に指示する場合を 
除き，代理人の記名･ 
押印は不要です。 

合計金額の訂正はで 
きません。 
 

合計金額と明細金額の
合計は一致させてくだ
さい。 
 


